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当 事 者 等 

上 告 人 兼 申 立 人 今 井 旦/ 旦 

被上告人兼相手方 群 馬 県 
‾‾《事‾坤●一審卿細珊 

同 代 表 者 知 事 山 本 太 

原判決の表示 東京高等裁判所令和元年(ネ)第4109号(令和2年l 
ヽ〇〇〇〇〇°〇〇〇〇一・〇-●○○.--1-○○-一.."輸○○● 

月22日判決) 

裁半I 第1 1 ∴三二三∴二二∴ : 
一〇〇〇細〇一〇 

2 本件を上告審として受理しない。 

3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。 

第2 理由 

1 上告について 
〇〇〇〇〇〇〇● 

民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法31 

2条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告の理由は,明らか 

に上記各項に規定する事由に該当しない。 

2 上告受理申立てについて 
一一〇一 一-〇〇〇〇〇I 

本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべ 

きものとは認められない。 
"〇〇°一〇〇〇〇輸-・∴.●.--小言中一、"} 

令和2年9月11日 
○○叩一●一∴-へ子∴一一一小言一十十∴一、、∴-一項 

最高裁判所第二小法廷 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇● 裁判所書記官 大 野 美也 子㊥ 
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